
山江村農業委員会「農地利用最適化推進委員」募集要項 

 

農地利用最適化推進委員の任期満了に伴い、推薦及び自ら応募を受け付けます。 

 

 

（１） 募集人数   ７名 

 

（２） 任用期間   農業委員会が委嘱した日（令和８年７月２０日）から令和１１年７月１９日まで 

 

（３） 身分 

  山江村の特別職の非常勤職員 

  （地方公務員法第３条第３項第２号及び農業委員会に関する法律第１８条第１項に基づく） 

 

（４） 業務内容 

   農業委員会が定めた区域（※裏面参照）において、担い手への農地利用の集積・集約化、耕作

放棄地の発生防止・解消等の地域における現場活動や地域計画の実質化に向けた取り組み等の

話し合いに参加します。また、担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、農

業委員会総会等に出席して意見を述べます。 

 

（５） 報酬 

  山江村報酬及び費用弁償に関する条例による 

  年額 225,000 円 

 

  農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者。 

  ただし、次のいずれかに該当する場合は除く。 

（ア） 農業委員と兼職を禁止されている職にある者 

（イ） 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

（ウ） 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなる 

までの者 

 

（１） 推薦及び応募に係る手続き等 

   既定の申込書に必要事項を記入し、郵送または持参により農業委員会事務局へご提出ください。 

   推薦・応募に係る書類等については農業委員会事務局及び産業振興課窓口に設置しています。

また、山江村役場ホームページからもダウンロードできます。 

 

 山江村役場 HP https://vill.yamae.lg.jp/ 

 

１ 農地利用最適化推進委員の募集内容 

２ 推薦を受ける者・応募する者の資格 

３ 推薦及び応募の方法 



（２） 手続きの際の注意事項 

  ●FAX 及びメールによる提出は受け付けません。 

  ●推薦を受けた者及び募集に応じた者の情報は公表します。（下記、「４ 情報の公表」参照） 

  ●郵送による提出は募集期限までに農業委員会事務局に必着するよう送付してください。 

   （※募集期限：令和８年４月９日（木） 午後５時） 

  ●個人による推薦には、農業者等３名以上の推薦者が必要です。 

  ●農業委員と農地利用最適化推進委員は併願できますが、兼務できません。  

 

 

（３） 募集期間   令和８年３月１０日（火）から令和８年４月９日（木）まで 

             （平日の午前８時３０分から午後５時） 

 

  募集期間の中間及び終了後に、山江村ホームページ及び掲示板に以下の内容を公表します。 

 （１） 推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等 

 （２） 推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数 

 （３） 募集に応じた者の数及びそのうちの認定農業者等の数 

 

山江村農地最適化推進委員候補者評価委員会が、提出された申込書をもとに候補者の評価を

行い、農業委員会へ意見を報告します。 

農業委員会は、意見を参考に農地利用最適化推進委員候補者を農業委員会総会で決定し、農

地利用最適化推進委員を委嘱します。 

 

   推薦又は応募により取得した個人情報については、保護・管理に十分留意するとともに、候補者の

選考以外の目的に使用することはありません。 

 

   〒868-8502 山江村大字山田甲 1356 番地 1 

山江村農業委員会事務局（山江村役場内） 

電話 0966-23-3613 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 情報の公表 

５ 選任方法 

６ 個人情報の取り扱い 

７ 問い合わせ及び申込書提出先 

※ 裏面へ続きます 



【農地利用最適化推進委員の区域ごとの募集人数】 

  ※区域は登記簿に記載された農地の所在地を表示しています。 

区域名 
定 数

（人） 
区 域 の 詳 細 

１区 

１人 

穴平、柿の本、合戦の峰、小梅木、城、城下、新立、大丸、立山、樋掛、 

藤の迫、本城 

２区 
秋の下、長の下、長ケ峰、手石方、堂園、中鶴、西章鹿倉、東章鹿倉、 

東山下、杢町 

３区 

石坂、一本松、井出の口、梅木、梅の迫、大迫、尾畑、上永田井手、北峰、 

桑原田、小谷、志登山、白鳥、白鳥下、下原、下永田井手、高中、漬谷、 

寺山、鳥巣、永尾、西大谷、三角 

４区 

１人 

下城子、城山、大王谷、寺の下 

５区 
カンノ平、クギ山、小鶴、庚申、城子田、段の平、狸谷、中尾、永の原、中山、

鍋の平、西平原、登尾、長谷川、又ケ野、山口、山渋、山渋谷、蕨野 

６区 久保田、五反田、下芹田、辻、中辻、林田、前田、味園 

７区 一丸、櫟木、内角、上芹田、西山下 

８区 

１人 

京塚、経塚、小山田、下屋敷、増津、西永シ切、西山口、東山口田、前畠、

南永シ切、山口田、屋敷下、与三ケ前 

９区 北蓑原、谷口、塚の原、西蓑原、東蓑原、別府、南蓑原、狐石 

１０区 

１人 

油免、板野、上尾丸、上板野、亀石、桐木、久保内、栄野、下尾丸、新造、 

立野、中尾丸、新層、二連木、鼻繰石、東大谷、平原、淵ケ谷、淵の上、 

坊主石、蟇石 

１１区 

岩ケ野、牛首、大平、下畑、責の滝、段の岡、滝の上、堂の前、西大平、 

西下払、西小路、登木、番慶、東下払、東山下、舟尾、三ツ尾、向田、湯

原、 

湯原前、湯下坂 

１２区 内畑、梅木谷、尾崎、鬼屋敷、上椎谷、上萩、桂の谷、ザレ谷、下椎谷、 



下萩、高触、高塚、西原口、東原口、前岡 

１３区 

１人 

荒祖田、上の段、獺谷、榎木町、上別府、喜七鶴、熊山鶴、城内、杉の迫、 

田中、中鶴、中尾、別府谷、前田、丸岡、宮鶴、山下 

１４区 
淡島、筌野、大久保、大日当、神園、上小森、荒神、下小森、涼松、濁毛、 

平山、藤渡瀬、松の木、光の畑、柳野、山手 

１５区 

１人 

飽羽毛、石田平、宇那川、臼木谷、榎畑、大平、川平、川平畑、葛、葛の

上、 

小鶴、三方境、境目立野、沢見、鷹の巣、登尾、吐合、日当山、日当、 

日添山、光永恵、向鶴、屋形、湯の口、湯木川内、横谷、横手畑、 

横手屋敷、六沢 

１６区 

今村、今村前、内河内、海老野、円吉畑、大河内、熊の原、合子俣、 

五右エ門畑、笹滝、白崩、白嶽、竹の平、都顔、鳥屋、西大川内、 

東大川内、平谷、丸鉾、水無、山口、和七畑 

川辺川

造成地

区 

１人 
一の迫、羽山、円蔵、下亀石、山神、山刀失、耳取、上別府、谷川、炭床、 

塚の下、東石坂、南原、尾丸、北永シ切、北山神、俣石 

 


